
資 料 編





H2 . 6 ・モントリオール議定書第2回締約国会合開
催（特定フロンの2000年全廃など大幅な
規制強化等を採択）

7 ・環境庁に地球環境部を設置
・国立公害研究所を国立環境研究所に改組

8 ・気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第１次評価報告書取りまとめ

H2 . 10 ・熊本県環境政策推進本部設置
・「熊本県環境基本条例」制定（都道府県で

は初。異例の「前文」を掲げ、「地球環境
問題への取組」を規定）

10 ・地球環境保全に関する関係閣僚会議「地球
温暖化防止行動計画」を決定

・「熊本県地下水質保全条例」制定（全国基
準の10倍厳しい排水基準を規定）

12 ・「熊本県希少野生動植物の保護に関する条
例」制定（全国初。H4種の保存法に先行）

H3 . 1 ・熊本県廃棄物懇談会、「環境にやさしい廃
棄物対策」を提言

H3 . 4 ・「再生資源の利用の促進に関する法律」（再
生資源利用促進法）制定

8 ・「土壌の汚染に係る環境基準」告示
11 ・「第一次熊本県環境基本指針」策定

H4 . 1 ・第14回水俣病に関する関係閣僚会議開催
（「水俣病総合対策の実施について」報告）

・水と環境に関する国際会議開催
　（~31日、ダブリン）

H4 . 3 ・「第7次鳥獣保護事業計画」策定
6 ・環境と開発に関する国連会議（通称地球サ

ミット）ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ
で開催

・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律」制定

11 ・モントリオール議定書第4回締約国会合開
催（フロン全廃スケジュールの前倒しなど
を決定）

12 ・「熊本県環境教育基本指針」策定 12 ・「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関
する法律」制定

H5 . 7 ・「熊本県産業廃棄物指導要綱」施行
8 ・熊本県環境センター開館

H5 . 11 ・「環境基本法」制定
12 ・「熊本県中山間ふるさと・水と土基金条例」

制定
12 ・「アジェンダ21行動計画」の閣議決定

H6 . 1 ・「国際熱帯木材協定」改定
・建設省「環境政策大綱」策定

H6 . 3 ・阿蘇郡12町村で共同して環境美化条例を
制定

3 ・「気候変動枠組条約」の発効

・「熊本県環境保全型畜産確立基本方針」策定
4 ・全国環境保全型農業推進会議が発足
6 ・「砂漠化防止条約」採択

環境行政年表� 「Ｈ」＝「平成」、「R]＝「令和」
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H6 . 6 ・環境庁地球環境部「ローカルアジェンダ21
策定指針」作成

12 ・「環境基本計画」閣議決定
H7 . 3 ・熊本県環境保全協議会設立

・「熊本県景観整備基本計画」策定
H7 . 6 ・こどもエコクラブ発足

・「国の事業所・消費者としての環境保全に
　向けた取組の率先実行のための行動計画」
　閣議決定
・「容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律」（容器包装リサイクル
法）制定

10 ・地球環境保全に関する関係閣僚会議「生物
多様性国家戦略」決定

12 ・気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第2次評価報告書取りまとめ

・水俣病関係閣僚会議及び閣議「未認定患者
を救済する政府最終解決策」決定

H8 . 3 ・「熊本県地球温暖化対策地域推進計画」策定
・「熊本地域地下水総合保全管理計画」策定
（熊本市と協働策定）

H8 . 11 ・「グリーン購入ガイドライン」決定

H9 . 1 ・熊本県フロン回収・処理実施協議会発足
2 ・「第一次熊本県環境基本計画」策定 H9 . 2 ・「環境保全型農業推進憲章」制定
3 ・「第8次鳥獣保護事業計画」策定

4 ・「新エネルギー利用等の促進に関する特別
措置法」制定

6 ・「環境影響評価法」制定
・「大気汚染防止法施行令」改正（ダイオキ

シン排出抑制など）
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」改

正（廃棄物の減量化再生利用の推進処理に
関する信頼性と安全性の向上、不法投棄対
策など）

7 ・水俣湾の安全宣言
10 ・県庁古紙リサイクルシステム導入
12 ・「熊本県環境影響評価要綱」制定 12 ・「地球温暖化防止京都会議」開催

・「地球温暖化対策推進本部」設置
H10. 1 ・省エネ・省資源のための県庁重点率先行動

通知（冷房28℃、暖房19℃、サマーエコス
タイル、ノーマイカーデー毎週水曜日設定
など）

3 ・レッドデータブックくまもと発刊
4 ・「第四次熊本県産業廃棄物処理計画」策定

・「熊本県環境影響評価要綱」施行
・「熊本県公共事業等環境配慮システム要

綱」施行
・「熊本県ダイオキシン類対策方針」策定
・熊本都市圏自動車交通クリーン対策推進会

議の設置
H10. 5 ・「特定家庭用機器再商品化法」（家電リサイ

クル法）制定
・「環境ホルモン戦略計画 SPEED'98(H12年

11月改訂 ) 策定
6 ・「地球温暖化対策推進大綱」決定

7 ・環境ホルモン連絡会議開催

「県　の　動　き」 「国　の　動　き」
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H10. 8 ・「熊本県一般廃棄物処理広域化基本構想」
策定

9 ・熊本地域地下水保全対策会議開催
H10. 10 ・「地球温暖化対策の推進に関する法律」制

定（一部規定施行）
H11. 3 ・「熊本県一般廃棄物処理広域化計画」策定

H11. 4 ・「地球温暖化対策の推進に関する法律」施行
・「地球温暖化対策に関する基本方針」決定

7 ・「物品の購入等に係る環境配慮指針」（公用
車への低燃費・低公害車導入指針を含む）
策定

7 ・「PRTR 法（特定化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律）」制定

・「ダイオキシン類対策特別措置法」制定
・「食料・農業・農村基本法」制定
・「持続性の高い農業生産方式の導入の促進

に関する法律」制定
・「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の

促進に関する法律」制定
10 ・地球温暖化防止活動推進員（121名）を委嘱

H12. 1 ・「ダイオキシン類対策特別措置法」施行
5 ・「循環型社会形成推進基本法」制定

・「建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律」（建設資材リサイクル法）制定

・「国等による環境物品等の調達の推進等に
関する法律」（グリーン購入法）制定

H12. 6 ・熊本県環境生活部環境政策課内に環境立県
推進室を設置

6 ・「食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律」（食品リサイクル法）制定

・「熊本県環境影響評価条例」制定 ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃
棄物処理法）改正

・「熊本県生活環境の保全等に関する条例」
制定（公害防止条例を改正。地球温暖化対
策の推進、オゾン層破壊物質の排出抑制、
廃棄物の減量化などを追加規定）

・「資源の有効な利用の促進に関する法律」
( 資源利用促進法）改正

・「熊本県地下水保全条例」制定(地下水採取
条例と地下水質保全条例を一本化し、全県
的に大口地下水採取量の報告義務づけ )

7 ・（八代海において大規模赤潮発生による魚
類養殖に大きな被害）

8 ・「地球温暖化防止に向けた県庁率先実行計
画」策定

11 ・「特定鳥獣（ﾆﾎﾝｼﾞｶ）保護管理計画」策定
・「第8次鳥獣保護事業計画」変更 ( ﾆﾎﾝｼﾞｶ特

定の追加 )
12 ・「環境基本計画」改定

H13. 1 ・環境省発足
・「循環型社会形成推進基本法」施行
   （有明海で養殖ノリに色落ち被害）

H13. 3 ・「水俣湾環境対策基本方針」策定（水俣湾
の環境状況を把握し、埋立地の適正な維持
管理を継続していく）

・「第二次熊本県環境基本指針」策定

「県　の　動　き」 「国　の　動　き」
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H13. 3 ・「第二次熊本県環境基本計画」策定
4 ・「熊本県環境影響評価条例」施行 H13. 4 ・「PRTR 法（特定化学物質の環境への排出

量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律）」施行

6 ・「熊本県地球温暖化防止行動計画」策定
(H8計画の改定）

6 ・「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律」（フロン回収
破壊法）制定

・「温泉法」改正
9 ・産業廃棄物の有効利用情報交換制度運用開始
12 ・「熊本県有明海・八代海再生に向けた総合

計画」策定（H14の特措法や国の基本方針
につながるもの）

H14. 3 ・県庁舎の ISO14001認証取得 H14. 3 ・「新・生物多様性国家戦略」策定
・「熊本県廃棄物処理計画」策定
・「熊本県環境教育ガイドライン」策定
・「水資源総合計画」（くまもと水プラン21）

策定
・「第2期特定鳥獣（ﾆﾎﾝｼﾞｶ）保護管理計画」

策定
・「第9次鳥獣保護事業計画」策定

4 ・こどもエコセミナー事業開始（本県独自の
小学5年生の水俣での環境学習）

5 ・「土壌汚染対策法」制定（指定区域におけ
る知事の汚染原因者への汚染除去等の実施
命令）

・「地球温暖化対策の推進に関する法律」改
正（京都議定書発効後の規定の整備）

6 ・「エネルギー政策基本法」制定
・「エネルギーの使用の合理化に関する法律」
（省エネルギー法）改正（工場等における
省エネルギー対策）

7 ・「使用済自動車の再資源化等に関する法
律」制定

・「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法
律」全面改正（水鳥の鉛中毒の防止のため
の指定猟法禁止区域制度の導入など）

11 ・「有明海及び八代海を再生するための特別
措置に関する法律」制定

12 ・「バイオマス・ニッポン総合戦略」閣議決定
・「自然再生推進法」制定

H15. 3 ・ 「有明海・八代海再生に向けた熊本県計画｣
策定

H15. 3 ・「循環型社会形成推進基本計画」閣議決定

・「熊本県産業廃棄物公共関与基本計画」策定
5 ・「化学物質審査規制法」改正（従来の人の

健康被害防止の観点に加え、動植物への被
害防止の観点からの審査・規制制度の導入
など）

6 ・「熊本県生活排水対策基本指針」策定
・「熊本県生活排水処理施設整備構想」策定

（全市町村と協働策定）
・「熊本都市圏都市交通アクションプログラ

ム」策定
7 ・「環境の保全のための意欲の増進及び環境

教育の推進に関する法律」制定
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H16. 3 ・「熊本県生活環境の保全等に関する条例」
改正（光害の防止に関する規定の追加）

・「熊本県希少野生動植物の保護に関する条
例」を「熊本県野生動植物の多様性の保全に
関する条例」に改正（保護する動植物の指定
制度の見直しによる保護対象の拡大など）

・「レッドリストくまもと2004」発刊
4 ・氷川町（旧宮原町）を含む熊本南部地域が

環境省里地里山保全再生モデル事業に指定
H16. 6 ・「環境情報の提供の促進等による特定事業

者等の環境に配慮した事業活動の促進に関
する法律」制定（国における環境配慮等に
関する状況の公表を義務づけ、地方公共団
体は努力目標）

・「景観法」制定（都市、農山漁村等におけ
る、良好な景観の形成に関する基本理念及
び国等の責務等を規定）

9 ・「環境の保全のための意欲の増進及び環境
教育の推進に関する基本的な方針」策定

10 ・エコアクション21（環境活動評価プログラ
ム）の認証制度施行

11 ・「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の
促進に関する法律」に基づく管理基準が全
面的に運用

H17. 1 ・「使用済自動車の再資源化等に関する法律」
（自動車リサイクル法）施行

2 ・「京都議定書」発効
H17. 3 ・「熊本県水質汚濁防止法第３条第３項の規

定に基づき排水基準を定める条例」改正
（水質規制の強化）

・「熊本県バイオマス利活用基本方針」策定

3 ・化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省
の今後の対策方針について (ExTEND2005)
策定

4 ・「熊本県産業廃棄物税」導入 4 ・「京都議定書目標達成計画」閣議決定
・「水とみどりの森づくり税」導入 ・改正「文化財保護法」施行

6 ・「熊本県海岸保全基本計画」策定 6 ・「地球温暖化対策の推進に関する法律」改
正（温室効果ガス算定・報告・公表制度の
導入）

・「特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律」（外来生物法）施行

8 ・「第2次県庁率先実行計画（熊本県庁「チー
ム・マイナス6％」計画）」策定

8 ・「エネルギーの使用の合理化に関する法
律」（省エネルギー法）改正（熱と電気を合
算して（原油換算）規制、一定規模以上の
事業所に対して、国へのエネルギー使用量
の報告を義務づけ）

10 ・「アスベスト総合相談窓口」設置
H18. 3 ・「第三次熊本県環境基本計画」策定

・「熊本県分別収集ガイドライン」策定
H18. 4 ・水俣病公式確認50年に当たり、悲惨な公害

を繰り返さないことを誓約する決議
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H18. 5 ・水俣病犠牲者慰霊式開催（内閣総理大臣招聘）
6 ・本県観測史上初の「光化学スモッグ注意

報」発令
H18. 6 ・「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊

の実施の確保等に関する法律」改正
・「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する

法律」改正
・「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律」改正
・「容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律」改正
・「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正

9 ・「2006バイオマス利活用シンポジウム in
熊本」開催

11 ・熊本県廃棄物処理計画（平成18年度 ~22
年度）策定

11 ・東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
第8回政府間会合

・「有明海・八代海総合調査評価委員会」報告
H19. 2 ・「NPO 法人くまもと温暖化対策センター」

を「熊本県地球温暖化防止活動推進セン
ター」に指定

H19. 2 ・中央環境審議会に21世紀環境立国戦略特別
部会設置

3 ・「第3期特定鳥獣（ﾆﾎﾝｼﾞｶ）保護管理計画」
策定

・「みんなで進めよう！地球温暖化防止活動
推進シンポジウム」開催

3 ・「政府がその事務及び事業に関し温室効果
ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置
について定める計画」（政府の実行計画）閣
議決定

・「第10次鳥獣保護事業計画」策定
4 ・「戦略的環境アセスメント導入ガイドライ

ンについて」公表
・「温泉法」改正

5 ・「自動車から排出される窒素酸化物及び粒
子状物質の特定地域における総量の削減等
に関する特別措置法」改正

・「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する
法律」改正

6 ・「21世紀環境立国戦略」閣議決定
・「食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律」改正
・「一般廃棄物会計基準」、「一般廃棄物処理

有料化の手引き」及び「市町村における循
環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理シ
ステムの指針」策定

7 ・「光化学オキシダント・対流圏オゾン検討会」
設置

7 ・化学物質国際対応ネットワーク発足

10 ・「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊
の実施の確保等に関する法律」改正

11 ・「水俣・芦北地域水俣病被害者等保健福祉
ネットワーク」発足

11 ・「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第4次評価報告書」公表

・東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
第9回政府間会合

・「第三次生物多様性国家戦略」閣議決定
・「温泉法」改正
・「国等における温室効果ガス等の排出の削

減に配慮した契約の推進に関する法律」（環
境配慮契約法）施行

　※ H19.12に策定（閣議決定）後、毎年改定
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H19. 12 ・「財団法人熊本県環境整備事業団」設立
　（産業廃棄物の適正処理の推進等）

H20. 1 ・「熊本県海砂利採取削減計画」策定
・「熊本県景観条例」改正
・「熊本県景観計画」策定

H20. 1 ・「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒
子状物質の総量の削減に関する基本方針の
変更」閣議決定

　※ H13.2に策定（閣議決定）後、毎年改定
・「我が国におけるカーボン・オフセットの

あり方について（指針）」公表
2 ・「熊本県光化学スモッグ緊急時対策基本方

針」策定
3 ・「熊本県光化学スモッグ緊急時対策実施要

項」策定
3 ・「第2次循環型社会形成推進基本計画」閣議

決定
・「大気汚染常時監視テレメータシステム」更新

( 大気汚染ﾃﾞｰﾀの県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの公開等）
・「廃棄物処理施設整備計画」閣議決定

4 ・「熊本県水質汚濁防止法第3条第3項の規定
に基づき排水基準を定める条例」施行（水
質規制の強化）

4 ・「エコツーリズム推進法」施行

・改正「熊本県景観条例」施行
・「熊本県景観計画」施行

5 ・「廃棄物処理法」改正公布
・「新・ゴミゼロ国際化行動計画」策定
・「エネルギーの使用の合理化に関する法

律」（省エネルギー法）改正
※エネルギー管理の体系が工場・事業場ご

とから事業者単位に変更
6 ・「エコツーリズム推進基本方針」閣議決定

・「生物多様性基本法」施行
・「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正
・「石綿による健康被害の救済に関する法律」

改正
・「ごみ処理基本計画策定指針」改定

7 ・北海道洞爺湖サミット開催
・「低炭素社会づくり行動計画」閣議決定

8 ・「熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ運動推
進会議」設置

・「熊本県森林吸収量確保推進計画」策定
9 ・「熊本地域地下水総合保全管理計画」策定
10 ・「特定鳥獣（ｲﾉｼｼ）保護管理計画」策定

・「第10次鳥獣保護事業計画」変更（ｲﾉｼｼの
特定計画の追加）

10 ・「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材
料としての利用の促進に関する基本方針」
告示

・自然再生推進法に基づく「自然再生基本方
針」改定

11 ・オフセット・クレジット（J-VER）制度創設

・オゾン層保護に関するウィーン条約第8回
締約国会議及びオゾン層を破壊する物質に
関するモントリオール議定書第20回締約国
会合開催
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H20. 11 ・東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
第10回政府間会合

12 ・「特定家庭用機器廃棄物の適正処理につい
て」公表

H21. 1 ・「絶滅のおそれのある野生動植物種の生息
域外保全に関する基本方針」公表

H21. 2 ・「熊本地域地下水総合保全管理計画」に基
づく第1期「行動計画」策定

3 ・「所得税法」改正（税制のグリーン化を明記）

4 ・「土壌汚染対策法」改正

5 ・騒音・振動に関する基準見直し（規制強化）

・「やつしろ里海ネット」発足（NPO 団体、
漁業者、学校、行政等の連携による八代海
再生に向けた取組の推進）

5 ・「化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律」改正

・光化学オキシダント測定局増設（19局
→23局）

6 ・「八代海流域別下水道整備総合計画」国土
交通大臣承認

6 ・「自然公園法及び自然環境保全法」改正
・「バイオマス活用推進基本法」制定

7 ・「有明海流域別下水道整備総合計画」国土
交通大臣承認

7 ・「海岸漂着物処理推進法」施行
・「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解

決に関する特別措置法」施行

・微小粒子状物質（PM2.5) に係る環境基準
設定

9 ・「微小粒子状物質 (PM2.5) に係る環境基
準」設定

11 ・東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
第11回政府間会合

12 ・「新成長戦略（基本方針）」閣議決定（平成
32年までに50兆円を超える新規市場の開拓
と140万人の環境分野の新規雇用を目指す）

H22. 3 ・「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」
制定

H22. 3 ・「生物多様性国家戦略2010」閣議決定
・「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推

進するための基本的な方針」閣議決定

・「地球温暖化対策に係る中長期ロードマッ
プの提案～環境大臣試案～」公表

・「所得税法」改正（地球温暖化対策税の平
成23年度からの実施に向けて検討する旨の
記載）

4 ・「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」
に基づく3つの計画書制度（事業活動温暖
化対策、エコ通勤環境配慮、建築物環境配
慮）の施行

4 ・「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解
決に関する特別措置法の救済措置方針」閣
議決定
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H22. 4 ・悪臭規制区域の見直し H22. 4 ・改正「土壌汚染対策法」施行
・「熊本県森林吸収量認証制度実施要綱」施行

5 ・大気汚染防止法・水質汚濁防止法改正
・改正「廃棄物処理法」公布

8 ・「第10次鳥獣保護事業計画」変更（ﾆﾎﾝｼﾞｶ
の保護・管理地域の拡大等）

10 ・「生物多様性条約第10回締約国会議」開催
( 遺伝資源の利用と利益配分に関する「名
古屋議定書」及び平成23年以降の新戦略計
画「愛知目標」採択）

12 ・「熊本県産業振興ビジョン2011」策定（環
境産業の振興含む）

12 ・「バイオマス活用推進基本計画」策定
・「廃棄物の減量その他その適正な処理に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図る
ための基本的な方針」改定

H23. 2 ・「生物多様性くまもと戦略」策定
・「熊本県廃棄物処理計画」（平成23年度 ~27
　年度）策定

3 ・「第三次熊本県環境基本指針」策定
・「第四次熊本県環境基本計画」策定

H23. 3 ・「大気汚染防止法」及び「水質汚濁防止法」
改正

4 ・「水俣に学ぶ肥後っ子教室」推進事業開始 4 ・「環境影響評価法」改正

6 ・「 く ま も と 生 活 排 水 処 理 施 設 整 備 構 想
2011」策定（全市町村と協働策定）

6 ・「環境教育等による環境保全の取組の促進
に関する法律」改正
※「環境の保全のための意欲の増進及び環境

教育の推進に関する法律」から題名改正

8 ・「有明海及び八代海等を再生するための特
別措置に関する法律」改正

10 ・「水質汚濁に係る環境基準」及び「地下水
の水質汚濁に係る環境基準」改定

・「排水基準及び地下水の浄化基準等」見直し

H24. 3 ・「熊本県バイオマス活用推進計画」策定 H24. 3 ・「水質汚濁防止法」改正
4 ・「NPO 法人くまもと温暖化対策センター」

を「熊本県地球温暖化防止活動推進セン
ター（第2期）」に指定

・「環境教育指導資料」作成
5 ・「水質汚濁防止法施行令」改正
6 ・「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び

環境教育並びに協働取組の推進に関する基
本的な方針」閣議決定
※「環境の保全のための意欲の増進及び環

境教育の推進に関する法律」に基づく基
本方針から改正

7 ・「電気事業者による再生可能エネルギーの
調達に関する特別措置法」（FIT 法）制定

8 ・「底質調査方法」改定

・「底質の暫定除去基準について」改正

「県　の　動　き」 「国　の　動　き」

191

資

料

編

資
料
編

計
画 

第
３
編

計
画 

第
４
編

計
画 

第
４
編



H24. 8 ・「使用済小型電子機器等の再資源化の促進
に関する法律」公布

・第4次レッドリスト公表

9 ・「都市の低炭素化の促進に関する法律」（エ
コまち法）公布

・「生物多様性国家戦略2012-2020」策定

H24. 10 ・「熊本県総合エネルギー計画」策定 10 ・「水質汚濁防止法施行令」改正

・改正「熊本県地下水保全条例」に基づく地
下水採取許可制度等の施行

12 ・「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理
の推進に関する特別措置法施行令」改正

H25. 2 ・PM2.5に関する「注意喚起のための暫定的
な指針」策定

H25. 3 ・「PM2.5に係る注意喚起の対応方針」決定、
運用開始

3 ・「水質汚濁に係る環境基準」改定

・「有明海・八代海における海砂利採取に関
する方針」策定

・「水質環境基準の水域類型指定等の処理基
準」改正

4 ・国内クレジット制度とオフセット・クレ
ジット（J-VER）制度を統合し、J- クレ
ジット制度創設

5 ・「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正
　（三ふっ化窒素を温室効果ガスとして追加）

・「第三次循環型社会形成推進基本計画」閣
議決定

・「廃棄物処理施設整備計画」閣議決定

・「エネルギーの使用の合理化等に関する法
律」（省エネルギー法）改正

　※電気の需要の平準化の推進等を追加
※「エネルギーの使用の合理化に関する法

律」から題名改正

6 ・「暫定排水基準」見直し

・「特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律」（外来生物法）改正

・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律」（種の保存法）改正

・「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚
濁の防止に係る暫定指導指針」改正

・「大気汚染防止法」改正

9 ・「PM2.5に係る注意喚起の対応方針」改定 9 ・「エネルギーの使用の合理化等に関する法
律」（省エネルギー法）改正

10 ・UNEP による「水銀に関する水俣条約外
交会議」開催

10 ・UNEP による「水銀に関する水俣条約外交
会議」開催

・「水銀フリー熊本宣言」表明 ・「水銀に関する水俣条約」採択・署名
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H25. 11 ・ISO14001に基づく環境管理から、独自の
システム「環境管理のしくみ」による管理
に移行

H26. 1 ・「くまもと県民発電所認証制度」開始 H26. 1 ・「持続的な汚水処理システム構築に向けた
都道府県構想策定マニュアル」公表

3 ・「熊本地域地下水総合保全管理計画・第2期
行動計画」（Ｈ26 ～ 30）策定

3 ・「水質汚濁に係る環境基準」測定方法改定

5 ・「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法
律」改正

6 ・「水銀の使用削減及び水銀廃棄物の回収・
処理に関する検討会」設置

6 ・「大気汚染防止法」改正

7 ・「レッドリストくまもと2014」発刊 7 ・「水循環基本法」施行
9 ・「建設リサイクル推進計画2014」策定

11 ・「排水基準及び地下水の浄化基準」見直し
・「水質及び地下水質の環境基準」改定

12 ・「熊本県環境影響評価条例」改正
H27. 4 ・「地下水と土を育む農業推進条例」施行

・「地下水と土を育む農業の推進に関する計
画」策定

H27. 4 ・「フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律」施行

5 ・「第11次鳥獣保護管理事業計画」変更 5 ・「下水道法」改正
・「第2種特定鳥獣管理事業計画（ﾆﾎﾝｼﾞｶ）」策定 ・「暫定排水基準」見直し
・「第2種特定鳥獣管理事業計画（ｲﾉｼｼ）」策定 ・「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

　律」改正
6 ・「水銀による環境の汚染の防止に関する法

律」制定
・「大気汚染防止法」改正

7 ・「日本の約束草案」閣議決定及び国連気候
変動枠組条約事務局へ提出

・「長期エネルギー需給見通し（エネルギー
ミックス）」決定

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」改正
・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律」公布
・「水循環基本法」に基づく「水循環基本計

画」策定
9 ・「排水基準及び地下水の浄化基準」見直し

10 ・「第2種特定鳥獣管理事業計画（ﾆﾎﾝｼﾞｶ）」
変更

11 ・「気候変動の影響への適応計画」閣議決定
12 ・国連気候変動枠組条約第21回締結国会議開

催（「パリ協定採択）」

H28. 2 ・「第五次熊本県環境基本計画」策定 H28. 2 ・「水銀に関する水俣条約」締結
3 ・「第４期熊本県廃棄物処理計画」策定 3 ・「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正
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H28. 3 ・「熊本県災害廃棄物処理計画」策定

H28 . 5 ・「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理
の推進に関する特別措置法」改正

・「地球温暖化対策計画」閣議決定

・「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」
決定

10 ・「第11次鳥獣保護管理事業計画」変更

・「第2種特定鳥獣管理事業計画（ﾆﾎﾝｼﾞｶ）」
変更

・「第2種特定鳥獣管理事業計画（ｲﾉｼｼ）」変
更

H29. 3 ・「くまもと生活排水処理構想2016」策定

H29 . 5 ・「土壌汚染防止対策法」改正

6 ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」改
正

8 ・「水銀に関する水俣条約」発効

H30. 3 ・「第12次鳥獣保護管理事業計画」策定

・「第2種特定鳥獣管理事業計画（ﾆﾎﾝｼﾞｶ）」
策定（第5期）

・「第2種特定鳥獣管理事業計画（ｲﾉｼｼ）」策
定（第3期）

H30 . 4 ・「第五次環境基本計画」閣議決定

6 ・「文化財保護法」改正

・「エネルギーの使用の合理化等に関する法
律」改正

　※複数事業者による連携省エネルギー計画
　の認定制度を追加

　※貨物分野の省エネ推進のための制度充実
・「気候変動適応法」成立

・「海岸漂着物処理推進法」改正

・「第四次循環型社会形成推進基本計画」閣
議決定

・「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び
環境教育並びに協働取組の推進に関する基
本的な方針」変更

11 ・「気候変動適応計画」閣議決定

R1 . 5 ・バーゼル条約（有害廃棄物の国境を越える
移動及びその処分の規制に関するバーゼル
条約）第14回締約国会議開催（バーゼル条
約改正採択）

「県　の　動　き」 「国　の　動　き」
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R1 . 5 ・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律」改正

・「食品ロスの削減の推進に関する法律」成
立

・「プラスチック資源循環戦略」策定
・「フロン類の使用の合理化及び管理の適正

化に関する法律」改正

6 ・「パリ協定に基づく成長戦略としての長期
戦略」閣議決定

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」改
正

・「浄化槽法」改正
・「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」採

択
R1 . 12 ・「2050年県内 CO2排出実質ゼロ」宣言

・「レッドデータブックくまもと2019」発刊
R2 . 1 ・「『阿蘇』の景観を守る宣言」

R2 . 3 ・「食品ロスの削減の推進に関する基本的な
方針」閣議決定

4 ・「第２期地下水と土を育む農業の推進に関
する計画」策定

6 ・「大気汚染防止法」改正
10 ・「2050年カーボンニュートラル」宣言

12 ・第二次熊本県総合エネルギー計画策定
R3 . 3 ・「第５期熊本県廃棄物処理計画」策定 3 ・「有明海及び八代海等を再生するための特

別措置に関する法律」改正
・「熊本県災害廃棄物処理計画」改正
・「熊本県バイオマス活用推進計画」改正

4 ・国内の2030年度温室効果ガス削減目標表
明（気候サミット）
※2030年度の削減目標について、2013年

度比46％削減を目指すことを宣言すると
ともに、さらに、50％の高みに向け、挑
戦し続けることを表明

5 ・「地球温暖化対策の推進に関する法律」改
正
※2050年カーボンニュートラルの基本理

念の新設、地域脱炭素化促進事業の認定
制度等の創設

6 ・「プラスチックに係る資源循環の促進等に
関する法律」制定

7 ・「第四次熊本県環境基本指針」策定
・「第六次熊本県環境基本計画」策定

「県　の　動　き」 「国　の　動　き」
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進
等

に
関

す
る

法
律（

H
12

.5
月

）
国

等
に

お
け

る
温

室
効

果
ガ

ス
等

の
排

出
の

削
減

に
配

慮
し

た
契

約
の

推
進

に
関

す
る

法
律（

H
19

.5
月

）
バ

イ
オ

マ
ス

活
用

推
進

基
本

法（
H

21
.6

月
）

海
岸

漂
着

物
処

理
推

進
法（

H
21

.7
月

）
使

用
済

小
型

電
子

機
器

等
の

再
資

源
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律（
H

25
.4

月
）

食
品

ロ
ス

の
削

減
の

推
進

に
関

す
る

法
律（

R
元

.1
0月

）
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
に

係
る

資
源

循
環

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律（

R3
.6

月
）

地
球

環
境

の
保

全
地

球
温

暖
化

対
策

の
推

進
に

関
す

る
法

律（
H

10
.1

0月
）

熊
本

県
地

球
温

暖
化

の
防

止
に

関
す

る
条

例（
H

22
.3

月
）

特
定

物
質

の
規

制
等

に
よ

る
オ

ゾ
ン

層
の

保
護

に
関

す
る

法
律（

S6
3.

5月
）

フ
ロ

ン
類

の
使

用
の

合
理

化
及

び
管

理
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律（
H

13
.6

月
）

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用
の

合
理

化
等

に
関

す
る

法
律（

S5
4.

6月
）

電
気

事
業

者
に

よ
る

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

調
達

に
関

す
る

特
別

措
置

法（
H

24
.7

月
）

都
市

の
低

炭
素

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律（

H
24

.9
月

）
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律（
H

27
.7

月
）

気
候

変
動

適
応

法（
H

30
.6

月
）

熊
本

県
生

活
環

境
の

保
全

等
に

関
す

る
条

例（
S4

4.
4月

）

生
活

環
境

の
保

全
大

気
汚

染
防

止
法（

S4
3.

6月
）

水
質

汚
濁

防
止

法（
S4

5.
12

月
）

熊
本

県
水

質
汚

濁
防

止
法

第
３

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
排

水
基

準
を

定
め

る
条

例（
S4

7.
12

月
）

下
水

道
法（

S3
3.

4月
）

浄
化

槽
法（

S5
8.

5月
）

熊
本

県
流

域
下

水
道

条
例（

S6
3.

9月
）

騒
音

規
制

法（
S4

3.
6月

）
熊

本
県

浄
化

槽
保

守
点

検
業

者
の

登
録

に
関

す
る

条
例（

S6
0.

9月
）

振
動

規
制

法（
S5

1.
6月

）
悪

臭
防

止
法（

S4
6.

6月
）

土
壌

汚
染

対
策

法（
H

14
.5

月
）

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
特

別
措

置
法（

H
11

.7
月

）
特

定
化

学
物

質
の

環
境

へ
の

排
出

量
の

把
握

等
及

び
管

理
の

改
善

の
促

進
に

関
す

る
法

律（
H

11
.7

月
）

公
共

用
飛

行
場

周
辺

に
お

け
る

飛
行

機
騒

音
に

よ
る

障
害

の
防

止
に

関
す

る
法

律（
S4

2.
9月

）
水

銀
に

よ
る

環
境

の
汚

染
の

防
止

に
関

す
る

法
律（

H
27

.6
月

）

地
下

水
の

保
全

水
質

汚
濁

防
止

法（
S4

5.
12

月
）

熊
本

県
地

下
水

保
全

条
例（

S5
3.

12
月

）

水
循

環
基

本
法（

H
26

.7
月

）
熊

本
県

地
下

水
と

土
を

育
む

農
業

推
進

条
例（

H
27

.3
月

）

有
明

海
・

八
代

海
再

生
の

推
進

有
明

海
及

び
八

代
海

等
を

再
生

す
る

た
め

の
特

別
措

置
に

関
す

る
法

律（
H

14
.1

1月
）

自
然

公
園

の
保

護
と

利
用

の
増

進
自

然
公

園
法（

S3
2.

6月
）

熊
本

県
立

自
然

公
園

条
例（

S3
3.

10
月

）

温
泉

の
保

護
及

び
適

正
利

用
温

泉
法（

S2
3.

7月
）

熊
本

県
温

泉
法

施
行

細
則（

S4
8.

5月
）

鳥
獣

保
護

及
び

狩
猟

の
適

正
化

鳥
獣

の
保

護
及

び
管

理
並

び
に

狩
猟

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律（

H
14

.7
月

）
熊

本
県

鳥
獣

の
保

護
及

び
管

理
並

び
に

狩
猟

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

細
則（

H
15

.4
月

）

自
然

や
希

少
野

生
動

植
物

の
保

全
・

保
護

生
物

多
様

性
基

本
法（

H
20

.6
月

）
熊

本
県

野
生

動
植

物
の

多
様

性
の

保
全

に
関

す
る

条
例

（
H

16
.3

月
）　

　
　

自
然

環
境

保
全

法（
S4

7.
6月

）
熊

本
県

自
然

環
境

保
全

条
例（

S4
8.

10
月

）

森
林

法（
S2

6.
6月

）
熊

本
県

水
と

み
ど

り
の

森
づ

く
り

税
条

例（
H

17
.3

月
）

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
野

生
動

植
物

の
種

の
保

存
に

関
す

る
法

律（
H

4.
6月

）
熊

本
県

野
生

動
植

物
の

多
様

性
の

保
全

に
関

す
る

条
例

（
H

16
.3

月
）　

　
　

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律（
S4

8.
10

月
）

自
然

再
生

推
進

法（
H

14
.1

2月
）

熊
本

県
ビ

ジ
タ

ー
セ

ン
タ

ー
条

例（
H

6.
7月

）

特
定

外
来

生
物

に
よ

る
生

態
系

等
に

係
る

被
害

の
防

止
に

関
す

る
法

律（
H

16
.6

月
）

良
好

な
景

観
の

保
全

等
景

観
法（

H
16

.6
月

）
熊

本
県

景
観

条
例（

S6
2.

3月
）

屋
外

広
告

物
法（

S2
4.

6月
）

熊
本

県
屋

外
広

告
物

条
例（

S3
9.

7月
）

熊
本

県
環

境
美

化
条

例（
S5

6.
9月

）

都
市

公
園

法（
S3

1.
4月

）
熊

本
県

都
市

公
園

条
例（

S5
3.

3月
）

都
市

計
画

法（
S4

3.
6月

）

都
市

緑
地

法（
S4

8.
9月

）

河
川

法（
S3

9.
7月

）

海
岸

法（
S3

1.
5月

）

文
化

財
の

保
存

文
化

財
保

護
法（

S2
5.

5月
）

熊
本

県
文

化
財

保
護

条
例（

S5
1.

3月
）

環
境

教
育

の
推

進
環

境
教

育
等

に
よ

る
環

境
保

全
の

取
組

の
促

進
に

関
す

る
法

律（
H

15
.7

月
）

熊
本

県
環

境
セ

ン
タ

ー
条

例（
H

5.
3月

）
環

境
情

報
の

提
供

の
促

進
等

に
よ

る
特

定
事

業
者

等
の

環
境

に
配

慮
し

た
事

業
活

動
の

促
進

に
関

す
る

法
律（

H
16

.6
月

）

開
発

に
お

け
る

環
境

へ
の

配
慮

環
境

影
響

評
価

法（
H

9.
6月

）
熊

本
県

環
境

影
響

評
価

条
例（

H
12

.6
月

）

公
害

紛
争

の
解

決
公

害
紛

争
処

理
法（

S4
5.

6月
）

熊
本

県
公

害
紛

争
処

理
条

例（
S4

6.
9月

）

公
害

防
止

組
織

整
備

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律（
S4

6.
6月

）
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策定経過

　   令和2年3月13日　 　知事から熊本県環境審議会への諮問
  （2020年）

 5月 11日 第65回熊本県環境審議会（書面会議）

　熊本県環境基本指針・計画検討委員会（10名で構成）を設置

 7月 14日 第1回熊本県環境政策推進本部 環境基本計画推進専門部会※

　指針・計画の骨子案の検討（8/25に書面会議）

 8月 3日 第1回熊本県環境審議会 環境基本指針・計画検討委員会

　指針・計画の骨子案の検討

 11月 13日 第2回熊本県環境政策推進本部 環境基本計画推進専門部会

　指針・計画の素案（たたき台）の検討

 11月 27日 第2回熊本県環境審議会 環境基本指針・計画検討委員会

　指針・計画の素案（たたき台）の検討

 12月 23日 第3回熊本県環境政策推進本部 環境基本計画推進専門部会

　指針・計画の素案（パブコメ案）の検討（書面会議）

　  令和3年1月18日　 　第3回熊本県環境審議会 環境基本指針・計画検討委員会
  （2021年）  　  指針・計画の素案（パブコメ案）の検討

 2月 16日 第4回熊本県環境政策推進本部 環境基本計画推進専門部会

　指針・計画の素案（パブコメ案）の検討

 2月 26日 第4回熊本県環境審議会 環境基本指針・計画検討委員会

　指針・計画の素案（パブコメ案）の検討

 3月 18日 県政パブリック・コメント手続実施

　指針・計画の素案を公表（4月16日まで）

 4月 26日 第67回熊本県環境審議会

　指針・計画案の審議

 5月 7日 熊本県環境審議会から知事へ答申

 5月 11日 熊本県環境政策推進本部会議

　指針・計画案の決定

 6月 14日 県議会に計画案を提案

 7月 5日 県議会で計画案を議決

 7月 8日 第四次熊本県環境基本指針、第六次熊本県環境基本計画策定

 ※：豪雨災害対応のため延期。8 月 25 日に書面会議を実施。
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熊本県環境審議会委員・特別委員名簿� 令和３年（2021年）年５月７日（答申時）現在

氏　　名 所　属　・　専　門　分　野　等 専門分野 指針・計画
検討委員会

専
　
　
門
　
　
知
　
　
識
　
　
者

岡
おか

本
もと

智
ち

伸
のぶ 東海大学農学部応用動物学科教授 草地生態学

坂
さか

上
うえ

紳
しん 熊本学園大学経済学部准教授 環境経済学 ○

岩
いわ

谷
たに

典
のり

学
たか （公財）熊本県総合保健センター副理事長 公衆衛生、

医学

小
こ

島
じま

知
とも

子
こ 熊本大学大学院先端科学研究部准教授 大気、

化学物質 ○

小
こ

林
ばやし

淳
じゅん 熊本県立大学環境共生学部准教授 水環境 ○

嶋
しま

田
だ

純
じゅん 熊本大学特任教授・名誉教授 水文学、

地下水 ◎

皆
みな

川
がわ

朋
とも

子
こ 熊本大学大学院先端科学研究部准教授 河川環境

髙
たか

宮
みや

正
まさ

之
ゆき 熊本大学大学教育統括管理運営機構シニア教授 植物 ○

柳
やな

瀬
せ

龍
りゅう

二
じ 福岡大学環境保全センター教授 廃棄物

川
かわ

井
い

敬
けい

二
じ 熊本大学大学院先端科学研究部教授 騒音

県
　
民
　
・
　
各
　
界
　
代
　
表

荒
あら

木
き

ミドリ 熊本県地域婦人連絡協議会会長 環境保全

黒
くろ

田
だ

裕
ゆ

美
み

子
こ 熊本県弁護士会 法律専門家

髙
たか

谷
たに

陽
よう

子
こ 熊本県生活協同組合連合会理事 消費者代表 ○

下
しも

野
の

明
あ

希
き

子
こ （公社）熊本県建築士会女性部会副部会長 都市計画

杉
すぎ

浦
うら

功
こう

一
いち 熊本県環境保全協議会副会長

（本田技研工業株式会社熊本製作所生産業務部長） 事業者代表 ○

上
うえ

村
むら

悦
えつ

美
み ＪＡ熊本県女性組織協議会会長 農業

松
まつ

浦
うら

ゆかり
熊本県地球温暖化防止活動推進員
（次世代のためにがんばろ会代表） 温暖化対策

行
　
政

竹
たけ

﨑
ざき

一
かず

成
なり 熊本県町村会（芦北町長） 行政

荒
あら

木
き

義
よし

行
ゆき 熊本県市長会（合志市長） 行政

特
別
委
員

田
た

中
なか

充
みつる 法政大学社会学部教授 地球温暖化

（適応策） ○

竹
たけ

下
した

省
しょう

吾
ご 肥後銀行地域振興部

（くまもと DMC 常務） 経済 ○

元
もと

松
まつ

茂
しげ

樹
き 熊本県市長会（宇土市長） 行政 ○

※特別委員については、熊本県環境基本指針・計画検討委員会のみ抜粋 ◎：委員長
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数値目標一覧
第1章　ゼロカーボン社会・くまもとの推進

指　　　　　標 現　　　状
（基準年度）

令和12年度目標
（目標年度） 目標設定の考え方

温室効果ガス（二酸化炭素換
算）総排出量の削減率

1,439.8万 t-CO2
（H25）

50% 削減
（H25年度
　総排出量比）

県で見通しを立てた温室効果
ガス排出削減（△40％）に、
国の更なる追加施策による削
減（△10％）を加えて設定

再生可能エネルギー導入量
（原油換算）

90万 kL
（R １） 150万 kL 第２次熊本県総合エネルギー

計画

森林による二酸化炭素吸収量 86.9万 t-CO2
（H30） 51.4万 t-CO2

国の地球温暖化対策計画にお
いて設定された目標値を、全国
に占める本県の森林面積割合
で案分して設定

間伐実施面積（年間） 6,421ha
（R １）

8,000ha
（R ５）

熊本県森林・林業・木材産業
基本計画

森林の更新のうち人工造林の
割合

57％
（R １）

70％
（R ５）

熊本県森林・林業・木材産業
基本計画

熊本県の事務・事業から発生
する温室効果ガスの削減率

51,676t-CO2
（H25）

60% 以上削減
（H25年度
　総排出量比）

県全体の業務部門における削
減目標とこれまでの削減量を
踏まえ設定

第2章　循環型社会の推進

指　　　　　標 現　　　状
（基準年度）

令和７年度目標
（目標年度） 目標設定の考え方

一般廃棄物排出量（年間） 556千トン
（H30） 506千トン 第５期熊本県廃棄物処理計画

産業廃棄物排出量（年間）
※家畜ふん尿、火力発電所ば

いじんを除く

4,081千トン
（H30） 4,378千トン 第５期熊本県廃棄物処理計画

バイオマスの利用率（年間）
①廃棄物系バイオマス
②未利用系バイオマス

①94％（H30）
②93％（H30） ① , ②　95％ 第５期熊本県廃棄物処理計画

第3章　熊本の恵みを未来につなぐ自然共生社会の実現

指　　　　　標 現　　　状
（基準年度）

令和７年度目標
（目標年度） 目標設定の考え方

間伐実施面積（年間） 6,421ha
（R １）

8,000ha
（R ５）

熊本県森林・林業・木材産業
基本計画

森林の更新のうち人工造林の
割合

57％
（R １）

70％
（R ５）

熊本県森林・林業・木材産業
基本計画

多面的機能支払交付金の対象
農用地面積（年間）

69,369ha
（R １） 75,300ha

県内各地域の実情に合わせ、田
８割、畑４割、草地６割にあた
る75,300haを目標として設定

覆砂造成面積（累計） 18.8ha
（R ２）

 92.2ha
（R ３～ R ７累計）

既存整備計画の整備面積を目
標として設定
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指　　　　　標 現　　　状
（基準年度）

令和７年度目標
（目標年度） 目標設定の考え方

ニホンジカの頭数 89,000頭
（R １） 54,000頭

第13次鳥獣保護管理事業計画
（～令和８年度）における『現在
の生息頭数を半減』させるシ
ミュレーションから目標を設定

イノシシによる農作物被害額 218百万円
（R １） 150百万円

第２種特定鳥獣管理計画（イ
ノシシ）

（農作物被害金額を最終的に
150百万円までに抑える）

第4章　安全で快適な生活環境の確保

指　　　　　標 現　　　状
（基準年度）

令和７年度目標
（目標年度） 目標設定の考え方

熊本地域の地下水かん養増加
量（台地部等水田湛水事業）

（年間量）

295万㎥
（H30）

570万㎥
（R ６）

熊本地域地下水総合保全管理
計画第３期行動計画

熊本地域の地下水採取量
（年間量）

16,759万㎥
（H30）

16,550万㎥以下
（R ６）

熊本地域地下水総合保全管理
計画第３期行動計画

熊本地域における硝酸性窒素
に係る目標水質の達成度

（年間）

①10mg/l 超過の観測井数

②５～10mg/l以下の観測井数

①14.4%（15/104）
（R １）

②26.0%（27/104）
（R １）

①全ての井戸で達成
水 質 値10mg/l を
満足すること。

②全ての井戸で管理
水 質 値 ５mg/l を
満足すること。

熊本地域硝酸性窒素削減計画
の最終目標（R ６）を達成す
ること。（地下水と土を育む農
業の推進に関する計画につい
ても同様）

※ R ７以降の数値目標については、
別途検討することとしている。

荒尾地域における硝酸性窒素
に係る目標水質の達成度
（年間）

①10mg/l 超過の観測井数

②５～10mg/l以下の観測井数

①17.1%（６/35）
（R １）

②17.1%（６/35）
（R １）

①全ての井戸で達成
水 質 値10mg/l を
満足すること。

②全ての井戸で管理
水 質 値 ５mg/l を
満足すること。

荒尾地域硝酸性窒素削減計画
の最終目標（R ４）を達成す
ること。（地下水と土を育む農
業の推進に関する計画につい
ても同様）

※ R ５以降の数値目標については、
別途検討することとしている。

販売農家のうち、くまもとグ
リーン農業生産宣言者の割合

53%
（R １）

70%
（R ６）

第２期地下水と土を育む農業
の推進に関する計画

小中学生を対象とした出前講
座受講者数

1,317人
（R ２） 1,340人

次世代を担う子どもを対象と
した普及啓発に取り組む

（参考）過去５年平均：1,340人
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指　　　　　標 現　　　状
（基準年度）

令和７年度目標
（目標年度） 目標設定の考え方

環境基準が定められている大
気汚染物質の環境基準達成率

（年間）

二酸化硫黄
（長期的評価）：
100%（R １）
二酸化窒素

（長期的評価）：
100%（R １）

光化学オキシダント：
０%（R １）

浮遊粒子状物質
（長期的評価）：
100%（R １）

微小粒子状物質：
89.5%（R １）

ベンゼン：100%
（R ２）

トリクロロエチレン：
100%（R ２）

テトラクロロエチレン：
100%（R ２）

ジクロロメタン：
100%（R ２）

現状の数値の維持
又は向上

環境基準の達成
（ただし大気汚染物質は大陸
からの移流の影響を受けやす
く、気象条件によって達成率が
大きく変動する項目もあるた
め、非達成の場合でも理由を明
確にする。）

フロン排出抑制法に基づく
第一種特定製品に係る回収量

58.7トン
（R １）

35.2トン
（R ６）

国によるフロン類の使用量見込
み（令和７年度（2025年度）
で現状から約40％減）を反映

自動車交通騒音に係る環境基
準達成率（年間）

97.5%
（R １） 100%

環境基準の達成
（ただし、毎年調査対象区間は
変わるため年度毎の評価とす
る）

有害物質を使用する工場・事
業場における漏洩事故件数

０件
（R ２） 0件 有害物質の漏洩による土壌汚

染の未然防止

ダイオキシン類濃度の環境基
準達成率（年間）

100%
（R ２） 100% 環境基準の達成

景観行政団体移行や自主条例
に取り組む市町村数（累計）

20市町村
（R ２） 23市町村

熊本県景観づくりアクション
プラン

（景観行政に取り組む市町村が
過半数になることを目指して
いる）

第5章　リスクに備えた社会づくりと球磨川流域における「緑の流域治水」の推進

指　　　　　標 現　　　状
（基準年度）

令和７年度目標
（目標年度） 目標設定の考え方

自立分散型再エネ電源等を備
えた自治体の防災拠点、避難
所等

207施設
（R １）

300施設
（R12）

第２次熊本県総合エネルギー
計画
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第６章　環境立県くまもと型未来教育

指　　　　　標 現　　　状
（基準年度）

令和７年度目標
（目標年度） 目標設定の考え方

学校版環境 ISO において前年
度の取組をもとに実態に応じ
た数値目標を設定し、見直し
や家庭・地域と連携した取組
を行った公立小中学校及び義
務教育学校の割合

98.9％
（R ２） 100%

県内全ての公立小中学校及び
義務教育学校において、取組の
一層の充実と、家庭や地域との
連携を図ることを目指す

学校版環境 ISO において前年
度の取組をもとに実態に応じ
た数値目標を設定し、見直し
や家庭・地域と連携した取組
を行った県立中学校と県立高
校の割合

100％
（R ２） 100%

県内全ての県立中学校及び県
立高等学校において、取組の一
層の充実と、家庭や地域との連
携を図ることを目指す

熊本県環境センター主催
動く環境教室実施回数（年間）

26回（R ２）

  95回（R １）※
95回

幅広い年代を対象とした未来
教育の推進を目指す

（参考）過去３年平均 :83回
（R ２を除く）

熊本県環境センター主催事業
参加者数（年間）

2,422人（R ２）

  2,859人（R １）※
3,500人

地域における環境保全活動等
に取り組む人を増やすことを
目指す

（参考）過去３年平均：3,332人
（R ２を除く）

環境月間における環境保全活
動等の実施回数

51回（R ２）

100回（R １）※
100回

積極的に環境保全活動等に取
り組む人を増やすことを目指
す

（参考）過去３年平均：107回
（R ２を除く）

※：新型コロナウイルスの影響により実績が例年より少なくなっており、R １実績を二段書きしている。
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用語の解説�

あ
▶愛知目標

地球規模で劣化が進んでいるとされる生物多
様性の損失に歯止めをかけるために、平成22
年（2010年）10月に開催された生物多様性条約
第10回締約国会議（COP10）で合意された目
標。令和32年（2050年）までに「自然と共生す
る世界」を実現することをめざし、平成23年

（2011年）から令和２年（2020年）までに生物多
様性の損失を止めるための効果的かつ緊急の行
動を実施するという20の個別目標。

▶ＩＳＯ14001
国際標準化機構（ＩＳＯ、本部：ジュネー

ブ）が定める環境マネジメントの国際規格。環
境マネジメントシステムの仕様を定めた規格
で、ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことにより、
環境マネジメントのレベルを継続的に改善する
仕組み。

▶ IPCC1.5℃特別報告書
正式名称は、「気候変動の脅威への世界的な

対応の強化、持続可能な発展及び貧困撲滅の文
脈において工業化以前の水準から1.5℃の気温
上昇にかかる影響や関連する地球全体での温室
効果ガス（GHG）排出経路に関する特別報告
書」。平成30年（2018年）10月に発表された。

▶ IPCC 第５次評価報告書
平成25年（2013年）から平成26年（2014年）

にかけ公表された気候変動に関する IPCC の科
学的知見をまとめた５回目の報告書。「気候変
動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）」
をはじめとする、地球温暖化に対する国際的な
取り組みに科学的根拠を与える重要な資料。

▶アスベスト
天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「石綿

（せきめん、いしわた）」と呼ばれる。繊維が
極めて細く、吸入すると肺線維症（じん肺）、
悪性中皮腫の原因になるといわれている。

▶『阿蘇』の景観を守る宣言
熊本県知事及び阿蘇郡市７市町村長が令和２

年（2020年）１月に行った、先人たちから受け
継がれてきた貴重な財産である阿蘇の文化的景
観を守り、育み、伝える趣旨の宣言。大規模太
陽光発電施設等の設置や開発行為によって、眺
望を著しく傷つけることがあってはならないと
している。

▶有明海・八代海等の再生に向けた熊本県計画
有明海・八代海等の海域環境の保全・改善と

水産資源の回復などによる漁業の振興を目標
に、有明海及び八代海等を再生するための特別
措置に関する法律に基づき策定した県計画。

い
▶遺産影響評価

世界遺産の顕著な普遍的価値（OUV：Out-
standing Universal Value）が、計画されて
いる開発事業等によって受ける影響を評価する
こと。事業の捕捉から詳細分析の必要性の有無
の判断までの一連の作業のこと。

▶一酸化炭素
主として物質の不完全燃焼により生じる。都

市では、その60 ～ 70％が自動車排気ガスによ
るものと考えられている。

▶一般廃棄物処理計画
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ

き、同法の目的である生活環境の保全と公衆衛
生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処理
を行うため、市町村が定めなければならない当
該区域内の一般廃棄物処理に関する計画。
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え
▶エコアクション21

中小企業などの幅広い事業者を対象とする環
境マネジメントシステム。「環境への取組を効
果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維
持し、環境への目標を持ち、行動し、結果をと
りまとめ、評価し、報告する」ための方法とし
て環境省が策定した「エコアクション21ガイ
ドライン」に基づく認証・登録制度。

▶エコ通勤環境配慮計画書制度
県内に一つの事業所で500人以上の従業員を

有する事業所を設置する事業者（特定規模事業
者）が、従業員の自家用車による通勤に伴う温
室効果ガスの排出抑制計画書（エコ通勤環境配
慮計画書）及びその実施状況報告書を作成し、
知事に提出する制度。

▶エコロジスト・リーダー
環境問題について正しい知識を持ち、自ら環

境にやさしい生活を送るとともに、地域の環境
保全活動におけるリーダー的存在として取り組
んでいくことが出来る人材。

▶ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
Sustainable Development Goalsの略称。

平成27年（2015年）、国連サミットで採択さ
れた「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」に掲げられた令和12年（2030年）までに持
続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17
のゴール・169のターゲットから構成され、地
球上の「誰一人取り残さない（leave no one 
behind）」ことを理念としている。

▶エシカル消費
地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・

地域・環境に配慮した消費行動。

▶ＳＢＴ
パリ協定に整合した科学的根拠（Science 

Based）に基づき設定する中長期（５～ 15年
先）の温室効果ガス排出削減目標（Target）
（詳細は p79）。

お
▶汚水処理人口普及率

下水道、農業集落排水施設等、浄化槽、コ
ミュニティプラントの各汚水処理施設の処理人
口を人口に対する割合でみた指標。

▶温室効果ガス
「地球温暖化対策の推進に関する法律」で定

められている二酸化炭素、メタン、一酸化二窒
素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオ
ロカーボン類、六フッ化硫黄、三フッ化窒素の
７種類のガス。太陽からの熱を地球に封じ込め
地球を暖める働きがある。

▶温泉
地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気そ

の他のガス（炭化水素を主成分とする天然ガス
を除く。）で、摂氏25度以上の温度又はラドン
など一定の物質を一定以上有するもの。

か
▶海岸保全基本計画

本県の各海岸・地域（八代海沿岸、有明海沿
岸、天草西沿岸）の個性を活かしながら、沿岸
域全体として防護・環境・利用が調和した総合
的な海岸保全を推進するための計画。

▶語り部
水俣市立水俣病資料館において、平成６年

（1994年）10月より、水俣病の苦しみに負け
ず、たくましく生きることの尊さと水俣病に対
する正しい認識を深めてもらうため、その貴重
な体験について講話を行っている水俣病患者お
よび患者家族の方々。
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▶カーボン・オフセット
排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に

投資すること等により、排出される温室効果ガ
スを埋め合わせるという考え方。

▶カーボンバジェット
気候変動による地球の気温上昇を一定のレベ

ルに抑える場合に想定される、温室効果ガスの
累積排出量の上限値。

▶カーボンリサイクル
排ガスから回収した CO2を分離回収し、炭

素資源（カーボン）として再利用（リサイク
ル）すること（詳細は p63参照）。

▶カドミウム
鉱物中や土壌中などに天然に存在する重金属

の一つ。金属として銅・銀・ニッケルなどの合
金、鉄などの電気メッキ、蓄電池の電極板、原
子炉制御棒、ハンダ、銀ロウ、また化合物とし
て顔料、合成樹脂安定剤などの用途に使われ
る。「イタイイタイ病」の起因物質。

▶環境アセスメント
環境影響評価制度。開発事業を行う場合、そ

れが周辺の環境にどのような影響を及ぼすかに
ついて、あらかじめ、事業者自ら、調査、予測
及び評価を行い、その結果を公表して住民や行
政などから意見を聴き、それらを踏まえて、そ
の事業に係る環境保全について適正な配慮を推
進しようとする制度。

▶間伐
育成段階にある森林において、樹木の混み具

合に応じて、育成する一部の樹木を伐採し、残
存木の成長を促進する作業。

▶緩和策
地球温暖化問題に対処するための方策のう

ち、温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化

を防止（将来的な気温上昇を止める）対策。

き
▶気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

国 連 気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル
（Intergovernmental Panel on Climate 
Change）の略。人為起源による気候変化、
影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技
術的、社会経済学的な見地から包括的な評価
を行うことを目的として、昭和63年（1988
年）に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関
（WMO）により設立された組織。

▶希少野生動植物
国や県が、法律や条例に基づき、国内に生

息・生育する絶滅のおそれのある野生生物のう
ち、存続に支障を来す事情が生じていると判断
される種として指定したもの。

▶揮発性有機化合物
揮発性有機化合物（VOC（volatile organic 

compounds））とは、揮発性を有し、大気中
（常温・常圧）で揮発（蒸発）しやすい有機化
合物の総称であり、トルエン、キシレン、酢酸
エチルなど多種多様な物質が含まれる。 大気
中で、窒素酸化物と混合し、太陽光と反応する
ことで光化学オキシダントを生成することが懸
念されている。

また、トリクロロエチレン、テトラクロロエ
チレン等の有機塩素系化合物は、ドライクリー
ニング、金属・機械等の洗浄剤や溶剤として広
く用いられてきた。

その一方で発がん性などの毒性が疑われてい
るほか、揮発しやすさと同時に水に溶けやすい
性質を持つため、土壌や地下水汚染の原因物質
の一つでもある。

▶緊急交通路
大規模災害発生時に救出・救助、物資輸送等

の災害応急対策が的確かつ円滑に行われるよう
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にするために、災害対策基本法に基づき公安委
員会が道路の区間（区域）を指定して緊急通行
車両等以外の車両の通行を禁止、制限した道路。

▶緊急輸送道路
災害直後から、避難・救助をはじめ、物資共

有等の応急活動のために、緊急車両の通行を確
保すべき重要な路線。

く
▶くまもとグリーン農業

安全・安心な農産物を生産・供給するととも
に、熊本の宝であるきれいで豊かな地下水を始
めとする恵まれた自然環境を守り育てるために
取り組む、土づくりを基本として、慣行栽培よ
り化学肥料や化学合成農薬を削減するなど環境
に優しい農業。

▶熊本県森林インストラクター
森林を訪れる森林利用者に対し、森林・林業

に対する正しい知識を伝え、理解等の啓発を図
るため、県が養成し、登録した指導者（森の案
内人）のこと。

▶熊本県森林吸収量認証制度
企業・法人等が森林所有者等との間で、熊本

県内の森林の整備に関する協定を締結後、森林
を整備し県に申請した場合、審査のうえ県が二
酸化炭素吸収量の認証書を発行する制度。（発
行手数料は無料）。

認証書は、「熊本県地球温暖化の防止に関す
る条例」の規定する「事業活動温暖化対策計画
書制度」における温室効果ガスの排出抑制に係
る目標を達成する手段として使用することがで
きるほか、企業等のＣＳＲ（社会貢献活動）の
取組みにも活用できる。

▶熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ運動推進会議
県民総ぐるみで地球温暖化防止活動に取り組

む機運を盛り上げるとともに、環境にやさしい

行動を促し、県民運動として取り組んでいくた
め、平成20年（2008年）８月に設置。

▶熊本県総合エネルギー計画（第２次）
本県の再生可能エネルギー利用促進と省エネ

ルギー推進に係る将来像、目標、基本方針、施
策の方向性等を定めるマスタープラン。計画
期間は令和２年度から12年度（2020～2030年
度）。

令和12年度（2030年度）の再エネ電力による
エネルギー自給率（県内電力消費量に対する再
エネ電力発電量の比）を50％にすること等を
目標としている。

▶熊本県公共施設・公共工事木材利用推進基本方針
公共建築物等における木材の利用の促進に関

する法律の施行を受け、本県が目指す森林の持
つ公益的機能の維持増進や、「環境立県くまも
と」の実現に寄与するため、公共工事等におい
て木材の利用を一層促進するとともに、この取
組みを市町村や民間事業者及び県民まで波及さ
せることを目的に策定。

▶熊本県文化財保存活用大綱
過疎化や少子高齢化等といった文化財をとり

まく状況の変化を受けて、熊本県における文化
財の保存・活用の基本的な方向性を明確化し、
各種の取組を進める上での共通の基盤となるも
のとして令和３年（2021年）３月に策定。計画
期間は概ね10年としている。

▶熊本地域地下水総合保全管理計画
地域共有の貴重な資源である地下水を保全

し、健全な姿で将来世代に引き継ぐため、平成
20年（2008年）９月、県と、地下水域を共有す
る13（現在11）市町村は、共同で令和６年度

（2024年度）を目標年次とする「熊本地域※地
下水総合保全管理計画」を策定した。

また、この管理計画を着実に推進するため、
具体的な対策と工程を示した行動計画を策定し
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ており、現在、第３期行動計画（令和元～６年
度（2019～2024年度））に基づき、地下水かん
養や節水、水質保全等の取組を進めている。

※：熊本市、菊池市（旧泗水町・旧旭志村の
区域）、宇土市、合志市、大津町、菊陽
町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、
甲佐町の区域（人口約100万人、総面積約
1,000Km2）

▶くまもと緑・景観協働機構
民間による緑化活動や景観づくりを支援する

ため、県・市町村・関係団体により平成20年
（2008年）に設立された団体。

▶くまもと・みんなの川と海づくりデー
きれいな川や海を健全な姿で次世代へ継承し

ていくため、多くの県民が、広く川や海の水環
境に関心を持ち、自発的に水環境保全活動に取
り組むきっかけづくりとして、市町村等と連携
して行う河川や海岸の一斉清掃活動。例年８月
に統一行動日を設けている。

▶くまもとらしいエコライフ
くまもとの気候や風土、習慣などに合わせて、

県民それぞれが続けられるスタイルを選び、生
活に取り入れ、環境に配慮してくらすこと。

▶熊本連携中枢都市圏
熊本市周辺18市町村※により構成される。経

済の成長、都市機能の集積・強化、生活関連機
能サービスの向上等に向け、連携した取組みを
推進している。

※熊本市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、
合志市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、
高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、
益城町、甲佐町、山都町

▶クリハラリス（タイワンリス）
原産は台湾、東南アジア。体長約40センチ、

体重約360グラムで、本州・四国の固有種「ニ

ホンリス」よりやや大きい。腹の毛が栗色のた
め、この名が付いた。ペットなどとして国内に
持ち込まれ、野生化したと見られる。日本の生
態系を壊すおそれや農作物被害などから、平成
17年（2005年）に飼育・運搬を禁じる特定外来
生物に指定された。

▶グリーン購入
製品やサービスを購入する際に、環境を考慮

して、必要性をよく考え、環境への負荷ができ
るだけ少ないものを選んで購入すること。

け
▶景観アドバイザー

市町村の景観行政に関する取組みや県民の景
観形成活動に関して専門的アドバイスが必要で
あるとき、景観形成に関して専門的知識、経験
を持つアドバイザーとして、県が派遣している。

こ
▶光化学オキシダント

光化学スモッグの主成分で、オゾン、アルデ
ヒド、ＰＡＮ（ﾊﾟｰｵｷｼｱｾﾁﾙﾅｲﾄﾚｰﾄ）等の総称。
環境基準は１時間0.06ppm 以下。

大気中の光化学オキシダント濃度の１時間
値が0.12ppm 以上となった場合は、光化学ス
モッグ注意報を発令し、県民に対して屋外活動
の自粛等を要請し、特定の工場に対して排出ガ
ス量の削減等を要請する。

▶コージェネレーション
「熱電併給システム」のことで、都市ガス・

ＬＰガス等を燃料として発電し、その際に生じ
る廃熱も給湯等に利用するもの。

さ
▶再エネ100宣言　RE Action

中小規模の企業、自治体、教育機関及び医療
機関等の団体が使用電力を100％再生可能エネ
ルギーに転換する意思と行動を示し、再エネ
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100％利用を促進する枠組。
宣言団体の他、広報活動を担う「アンバサ

ダー団体」があり、本県は令和元年（2019年）
12月に都道府県として初めて参加した（外務
省、環境省等も参加している）。

▶再生可能エネルギー
「太陽光、風力その他非化石エネルギー源の

うち、エネルギー源として永続的に利用するこ
とができるもの」で、太陽光・風力・水力・地
熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存す
る熱・バイオマスをさす。

▶再造林
人工林を伐採した跡地に人工造林を行うこと。

▶里地里山
都市と奥山の中間に位置し、農林業者など人

の手で管理されてきた地域。集落とその周囲の
森林 （二次林）、農地、ため池、草地などで構
成される。動植物の繁殖地や希少生物のすみか
の役割も果たす。国土の約４割を占めるが、農
村の過疎化で近年、荒廃している。

▶酸性雨
大気中の硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物

（NOx）などを起源とする酸性物質が取り込
まれ、pH（ピーエイチ：水素イオン濃度指数）
が5.6 以下の強い酸性を示す雨。

し
▶ CO2

二酸化炭素のこと（「二酸化炭素」参照）。

▶ CO2固定
排ガス等から CO2を分離回収し、地中等に

封じ込めること（詳細は p63）。

▶ CO2排出実質ゼロ
CO2の排出量から、吸収量及び固定量等を差し

引き、全体としての排出が実質ゼロとなること。

▶ＣＯＤ
Chemical Oxygen Demand（化学的酸素要求

量）の略称で、海水や湖沼など水中の有機物等
の汚濁物質を、過マンガン酸カリウム等の酸化
剤で酸化するときに消費される酸素量を mg/L
で表したものであり、数値が大きいほど水中の
汚染物質の量が多いことを示す。

▶事業活動温暖化対策計画書制度
熊本県地球温暖化の防止に関する条例に基づ

き、事業活動で一定以上の温室効果ガスを排出
する者（特定事業者）が、事業活動に伴う温室
効果ガスの排出抑制計画書（事業活動温暖化対
策計画書）及びその実施状況報告書を作成し、
知事に提出する制度。

▶ジクロロメタン
発がん性の疑われている有機塩素系溶剤の一

種で、無色透明の液体、不燃性、水に難溶。金
属・機械等の脱脂洗浄剤、塗料剥離剤等に使わ
れるなど、洗浄剤・溶剤として優れている反
面、環境中に排出されても安定で、地下水汚染
の原因物質の一つとなっている。

▶ＣＣＳ
CO2固定（Carbon dioxide Capture and 

Strage）の略語（「CO2固定」参照）。

▶ＣＣＵ
カ ー ボ ン リ サ イ ク ル（Carbon dioxide 

Capture and Utilization）の略語（「カーボ
ンリサイクル」参照）。

▶自然公園
自然公園法に基づき、優れた自然の風景地の

保護と適正な利用を目的に指定された地域で、
その風景地の内容や指定方法により国立公園、
国定公園、都道府県立自然公園の３種類に区分
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される。本県には、２カ所の国立公園、２カ所
の国定公園及び７カ所の県立公園がある。

▶自然環境保全地域
熊本県自然環境保全条例に基づき、自然環境

を保全することが特に必要な地域を、自然環境
保全地域７カ所、緑地環境保全地域４カ所、郷
土修景美化地域９カ所指定している。

▶自然ふれあい指導員
県立自然公園や自然環境保全地域などにおい

て、自然環境や希少な動植物を保護し、県民と
の自然とのふれあいや適正な自然利用を指導す
るための活動を行う方をボランティアとして認
定している。

▶循環型社会形成推進地域計画
市町村等が３Ｒに関する明確な目標設定のも

と、広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイク
ル施設の整備等を推進し、循環型社会の形成を
図ることを目的とした循環型社会形成推進交付
金制度に関する計画であり、５か年程度の当該
地域の廃棄物処理・リサイクルシステムの方向
性等を示す。

▶硝酸性窒素
硝酸性窒素とは硝酸塩の窒素に着目した呼び

方であり、水中では硝酸イオンとして存在して
いる。肥料、家畜排せつ物や生活排水に含まれ
るアンモニウムが酸化されたもので、作物に吸
収されたり、ガスとして大気に放出されるもの
もあるが、土壌に残った窒素分は地下へ浸透
し、地下水を汚染する。

乳幼児などが硝酸性窒素を多量に摂取した場
合、一部が消化器内の微生物により還元されて
体内で亜硝酸性窒素として吸収され、血中でヘ
モグロビンと結合してメトヘモグロビンとな
る。これは酸素運搬能力がないため、体内の酸
素供給が不十分となり、酸欠状態となる（メト
ヘモグロビン血症）。

▶森林環境譲与税
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室

効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図る
ための森林整備等に必要な地方財源を安定的に
確保するため、平成31年（2019年）３月に創設
された制度（「森林環境税」及び「森林環境譲
与税」が創設）。

「森林環境税」は、令和６年度（2024年度）
から国内に住所を有する個人に対して課税され
る国税であり、市区町村において、個人住民税
均等割と併せて一人年額千円が課税される。そ
の税収は、全額が「森林環境譲与税」として都
道府県・市区町村へ譲与される。

「森林環境譲与税」は、市町村においては、
間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促
進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関
する費用」に充てることとされている。

▶森林吸収量
京都議定書のルールに基づく、適正に手入れ

されている森林による二酸化炭素吸収量のこと。

▶森林教室
森林の役割を学んだり、森林内での体験活動

などを行う学習会のこと。

▶森林経営管理制度
適切な経営管理が行われていない森林の経営

管理を、林業経営者に集積・集約化するととも
に、それができない森林の経営管理を市町村が
行うことで、森林の経営管理を確保するための
制度。

▶森林の多面的機能
木材の生産、水源のかん養、土砂流出の防

止、生物多様性の保全などの森林の持つ様々な
働きのこと。

す
▶水銀に関する水俣条約

210

資

料

編

資
料
編

計
画 

第
３
編

計
画 

第
４
編

計
画 

第
４
編



水銀によるリスク削減のために制定された国
際条約。

平成25年（2013年）10月、熊本市・水俣市で
開催された「水銀に関する水俣条約外交会議」
において、140か国の国と地域が参加し、条約
の採択・署名がなされた。

平成28年（2016年）２月、日本は23番目の条
約締結国となり、平成29年（2017年）８月に発
効した。

▶水銀フリー
水銀が含まれる製品をできる限り使わないよ

うにし、また、使用済みの製品を適正に廃棄す
ることにより、最終的に水銀が使われなくなる
状態をいう。

水俣病を経験した本県では、破壊された環境
を取り戻すことの難しさや、命、健康の尊さを
引き続き発信しつつ、世界の水銀規制に向けた
第一歩をまずは踏み出すことが重要だと考え、
平成25年（2013年）10月に本県で開催された
「水銀に関する水俣条約外交会議」において蒲
島知事が、水銀に頼らない社会の実現を目指す
「水銀フリー熊本宣言」を行った。

▶水生生物調査指導員
川にすむ生物に関する知識を持ち、みんなの

川の環境調査（p127参照）の際、調査が円滑
に行われるように現場で指導する人材。

▶水田湛水事業
地下水の浸透効果が高い水田において、大豆

やニンジン等への転作を行った場合の作付を
行っていない期間や、稲作を行っていない冬期
に水張りをすることにより、地下水のかん養に
取り組む事業。白川中流域や益城町等の台地部
において実施しており、民間企業も参画してい
る。

▶スパルティナ属
ヒガタアシの和名を持つ北米原産のイネ科の

多年生植物で、海岸近くの河口域、干潟、砂浜
に生育し、現在国内では愛知県、熊本県及び山
口県で生育が確認。繁殖力の強さから既存生態
系への影響が懸念されるため、平成26年（2014
年）５月に特定外来生物に指定された。

▶スマートシティ
再生可能エネルギーやＩｏＴを活用した電力

制御システムを備え、極力既存の送電網から自
立したエネルギー供給を目指す未来型都市。

▶３Ｒ
発生抑制 （reduce 、ごみの発生、資源の消

費をもとから減らす）、再使用（reuse 、繰り
返し使う）、再生利用 （recycle 、再び資源と
して利用する）の英語の頭文字に由来する。こ
の順で環境負荷削減効果が大きく、優先的に取
り組まれるべきとされる。

せ
▶生活排水処理構想

平成７年（1995年）12月に国から示された
「汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本
方針」に基づき、都道府県が策定する汚水処理
施設の整備に関する総合的な「都道府県構想」
のこと。

▶生物多様性及び生態系サービスに関する政府間
　科学ｰ政策プラットフォーム（IPBES）

生 物 多 様 性 お よ び 生 態 系 サ ー ビ ス に 関
す る 政 府 間 科 学 - 政 策 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム
（Intergovernmental science-policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services）の略。生物多様性と生態系サービ
スに関する動向を科学的に評価（アセスメン
ト）し、科学と政策のつながりを強化する政府
間のプラットフォームとして、平成24年（2012
年）に設立された政府間組織。科学的評価、能
力開発、知見生成、政策立案支援の４つの機能
を柱とし、気候変動分野で同様の活動を進める
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IPCC の例から、生物多様性版の IPCC と呼ば
れる。

▶生物多様性
ある地域に生息している全ての生物と周囲の

生活環境のまとまりを生態系といい、様々な生
態系の中で、いろいろな生物や個体が互いに複
雑な関係を持ちながら生活している状態を生物
多様性と呼ぶ。

生物多様性は、階層的に、①種内の多様性
（個体の多様性・遺伝子の多様性）、②種間の
多様性（種の多様性）、③生態系の多様性にま
とめられる。

▶生物多様性くまもと戦略
本県における生物多様性保全の取組を推進す

るために策定された生物多様性基本法に基づく
地域戦略。

平成23年（2011年）２月に策定され、戦略の
対象期間は平成23年（2011年）４月から令和５
年（2023年）３月。

▶ＺＥＨ（ゼッチ）・ＺＥＢ（ゼブ）
「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ビル

ディング）」の略。外壁や屋根の高断熱化と高
効率設備により省エネルギーを行い、太陽光発
電等によりエネルギーを創ることで、１年間で
消費するエネルギー量が正味（ネット）で概ね
ゼロ以下となる建築物。

▶ゼロカーボン
CO2（又は温室効果ガス）の排出量から、吸

収量及び固定量等を差し引き、全体としての排
出が実質ゼロとなること。

▶全窒素
環境基準の一つ。有機及び無機（アンモニア

態、亜硝酸態、硝酸態）の窒素化合物の総量。
窒素は燐とともに水系を富栄養化させ赤潮の原
因となる。

▶全燐
環境基準の一つ。燐化合物の総量を表す語。

燐は窒素とともに水系を富栄養化させ、赤潮の
原因となる。

た
▶第一種フロン類充填回収業者

業務用のエアコンディショナー及び業務用の
冷蔵機器及び冷凍機器（第一種特定製品）に冷
媒として使用するフロン類を充填・回収する業
者。

▶ダイオキシン類
廃棄物の焼却等の過程で非意図的に生成され

る化学物質で210種の有機塩素化合物を総称す
るもの。分解しにくい性質を持つことから、生
物の体内に蓄積しやすく、発がん性、催奇形
性、免疫機能の低下などの毒性を有するといわ
れている。

▶第二種特定鳥獣管理計画
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律」第７条の２に基づき、その生息数
が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大
している鳥獣がある場合において、当該鳥獣の
管理を図るため特に必要があると認めるとき
に、県知事が定めることができる計画。

▶タイムライン
災害の発生を前提に、防災関係機関が連携し

て災害時に発生する状況をあらかじめ想定し共
有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」
に着目して、防災行動とその実施主体を時系列
で整理した計画。事前防災行動計画あるいは防
災行動計画とも呼ばれる。また、大雨や台風な
どの災害に備え、住民一人一人があらかじめ災
害時の避難行動を時系列にまとめた防災行動計
画を「マイタイムライン」という。

▶田んぼダム
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水田に設置してある排水桝に専用のせき板を
設置することで排水量を抑え、元々、水田が
持っている貯留機能を高め、下流域への排水を
一時的に減少させる取組み。

ち
▶地域気候変動適応センター

気候変動適応法に基づく地域における気候変
動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、
整理、分析及び提供並びに技術的助言を行う拠
点。同法において都道府県、市町村はその機能
を担う体制を確保するよう努めることとされて
いる。

▶地域景観コーディネーター
県が開催する景観に係る専門講座を修了した

方で、県内各地域において、その地域らしい景
観づくりや景観を活かしたまちづくり活動の
リーダーとなる方々。

▶地域循環共生圏
環境と経済・社会の統合的向上、地域資源を

活用したビジネスの創出や生活の質を高める
「新しい成長」を実現するための新しい概念
で、各地域が、その地域固有の資源を活かしな
がら、それぞれの地域特性に応じて異なる資源
を持続的に循環させる自立・分散型のエリアを
形成するという考え方。平成30年（2018年）に
閣議決定された国の第五次環境基本計画におい
て提唱された。

▶地下水と土を育む農業の推進に関する計画
平成27年（2015年）３月に制定した「熊本県

地下水と土を育む農業推進条例」に基づく、地
下水と土を育む農業の推進に関する施策の総合
的かつ計画的な推進を図るための計画。令和
２年（2020年）４月に策定した第２期計画（期
間：令和２～６年度（2020～2024年度））で
は、本県の宝である地下水と土を50年先、100
年先の未来に引き継ぐことを基本目標とし、県

民理解の深化、地下水と土を育む農業の充実及
び高度化、地下水と土を育む農業を支える仕組
みの強化を図るための各種施策を展開すること
を位置付けている。

▶地球温暖化防止活動推進員
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づ

き、知事の委嘱により、地域において地球温暖
化防止に向けた取組みを実践できるよう、普及
活動を行うボランティア。

▶地球温暖化防止活動推進センター
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき

知事が指定する。主な業務は地球温暖化防止に
関する「啓発・広報活動」「活動支援」「照会・
相談活動」「調査・研究活動」「情報提供活動」
など。

▶地上資源
地下に存在する地下資源（石炭や石油等）に

対し、地上に存在する資源。太陽光や風力、再
生産可能な生物由来の有機性資源（バイオマ
ス）などが含まれる。

▶地熱発電
地下水がマグマの熱によって蒸気熱水となっ

たものを抗井を掘削して取り出すなどして、
タービン発電機により発電すること。

▶鳥獣保護管理事業計画
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律」第４条により、都道府県知事が各
地域の事情を勘案して定めるもので、野生鳥獣
を適切に保護・管理し、鳥獣の保護・管理行政
の根幹を担う重要な計画。

▶長寿命化計画
廃棄物処理施設において、ストックマネジメ

ントの考え方を導入し、日常の適正な運転管理
と毎年の適切な定期点検整備、適時の延命化対
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策を実施することにより、施設の長寿命化を図
る計画。

つ
▶伝え手

平成30年度（2018年度）より、減少していく
「語り部」の方々に代わって、水俣病患者の
方々の想いや願いを伝えたり、自らの体験を話
していただいている方々。

て
▶適応策

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出
を抑制する「緩和策」に対して、既に起こりつ
つある、あるいは起こりうる気候変動の影響に
対して、自然や社会のあり方を調整すること。

気候変動適応法が平成30年（2018年）６月に
成立し、我が国における適応策の法的位置づけ
が明確化され、国、地方公共団体、事業者、国
民が連携・協力して適応策を推進するための法
的仕組みが整備された。

▶テトラクロロエチレン
有機塩素系溶剤の一種。無色透明の液体で

エーテル様の臭いを有し、揮発性、不燃性、水
に難溶。ドライクリーニングのシミ抜き、金
属・機械等の脱脂洗浄剤等に使われるなど洗浄
剤・溶剤として優れている反面、環境中に排出
されても安定で、トリクロロエチレンなどとと
もに地下水汚染などの原因物質となっている。

▶電子マニフェスト
紙のマニフェスト（産業廃棄物管理票）では

集計や報告書の作成、情報公開に時間がかかる
などの問題があった。

このため、電子情報を活用する電子マニフェ
スト制度（電子マニフェスト）が導入された。
マニフェスト情報は、排出事業者がパソコンや
携帯電話により登録・報告し、第三者機関であ
る情報処理センター（JWNET）が管理・保存す

るため、マニフェストの記載漏れや偽造がない。

▶天然記念物
学術上貴重で我が国の自然を記念するものと

して指定された動物、植物、地質・鉱物、そし
てそれらに富む天然保護区域のこと。

と
▶特定外来生物

外来生物（移入種）のうち、特に生態系等へ
の被害が認められるものとして、外来生物法（平
成16年（2004年））によって指定された生物。

生きているものに限られ、卵・種子・器官な
どを含む。同法で規定する「外来生物」は、海
外から導入された移入生物に焦点を絞り、日本
にもともとあった生態系、人の生命や健康、農
林水産業に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれが
あるものとして政令により定められる。

▶トリクロロエチレン
有機塩素系溶剤の一種。無色透明の液体でク

ロロホルムに似た臭いを有し、揮発性、不燃
性、水に難溶。ドライクリーニングのシミ抜
き、金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使われるな
ど洗浄剤・溶剤として優れている反面、環境中
に排出されても安定で、テトラクロロエチレン
などとともに地下水汚染の原因物質となってい
る。

に
▶二酸化硫黄

主に石油や石炭などの化石燃料の中に含まれ
る硫黄分の燃焼によって生じる物質。脱硫装置
の普及や自動車排ガス規制により全国的に改善
されている。

▶二酸化炭素
地球温暖化に及ぼす影響が最も大きな温室効

果ガス。化石燃料の使用やごみの焼却等により
排出される。
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▶二酸化窒素
ほとんどが物質の燃焼によって生じる物質。

工場や自動車の排ガスのほかにストーブやボイ
ラーでも発生する。

▶二次的自然環境
人間活動によって創出されたり、人が手を加

えることで管理・維持されてきた自然環境のこ
と。里地里山を構成する水田やため池、雑木
林、また、採草地や放牧地などの草原などがこ
れにあたる。

ね
▶熱ストレス

身体が生理的障害なしに耐え得る限度を上回
る暑熱のこと。一般に多湿時で35℃を上回る
と生理的な障害が発生する。

は
▶パークアンドライド

自宅から自家用車で最寄りの駅又はバス停ま
で行き、車を駐車させた後、バスや鉄道等の公
共交通機関を利用して都心部の目的地に向かう
システム。

▶ばい煙
物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ば

いじん（すす）。

▶バイオディーゼル燃料
一般的に、植物油をメタノールと反応させメ

チルエステル化した脂肪酸メチルエステルのこ
とを指し、軽油代替燃料として利用できる。燃
焼により排出される CO2は、光合成によって
植物に固定されたものであり、カーボンニュー
トラルの燃料とされている。また、使用時の黒
煙や硫黄酸化物の発生量が少ない等の特徴もあ
る。

▶バイオマス

生物資源（bio）の量（mass）を表す概念
で、動植物に由来する有機物である資源で化石
燃料を除いたもの。大気中の二酸化炭素を増加
させない（カーボンニュートラル）等の特徴が
あり、家畜排せつ物・食品廃棄物・木質系廃
材・下水汚泥・林地残材等がこれにあたる。

▶バイオマス活用推進基本計画
バ イ オ マ ス 活 用 推 進 基 本 法（ 平 成21年

（2009年））に基づき、バイオマスの活用の促
進に関する施策についての基本的な方針、国が
達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項
等について定める計画。

▶バイオガス
家畜排せつ物や食品廃棄物などのバイオマス

を微生物の力や熱により分解することで発生す
るメタンや一酸化炭素などの可燃性ガス。その
ガスを燃焼させ、ガスタービンなどを回して発
電する。

▶ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）
温室効果ガスのうち、19種のハイドロフル

オロカーボンの総称。オゾン層を破壊しない
代替フロンとして冷蔵庫や半導体の製造等の
使用が増加しているが、二酸化炭素の数百～
11,700倍の温室効果がある。

▶パリ協定
平成27年（2015年）12月に開催された国連気

候変動枠組条約第21回締約国会議で採択され
た、令和２年（2020年）以降の温室効果ガス排
出削減等のための新たな国際枠組み。「世界共
通の長期目標として平均気温上昇を産業革命前
から２℃より十分低く保つこと、1.5℃以下に
抑える努力を追及すること」「主要排出国を含
むすべての国が削減目標を５年ごとに提出・更
新すること」等が盛り込まれた。
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ひ
▶ヒートアイランド

都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高
くなる現象。年間を通じて生じているが、夏季
の気温上昇が都市生活の快適性を低下させると
して問題となっている。主な要因として、①地
表面被覆の人工化（緑地の減少と舗装や建物な
どによる人工的被覆面の拡大）、②都市形態の
高密度化（密集した建物による風通しの阻害や
天空率の低下）、③人工排熱の増加（建物や工
場、自動車などの排熱の増加）が挙げられる。

▶ＰＲＴＲ法
有害性のある化学物質の環境への排出量を把

握することなどにより、化学物質を取り扱う事
業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進
し、化学物質による環境の保全上の支障が生ず
ることを未然に防止することを目的に平成11
年（1999年）に制定。国際的に進む有害化学物
質の移動排出登録制度（PRTR）の日本版であ
ることから、通称として PRTR 法と呼ばれて
いる。

▶ＢＯＤ
Biochemical Oxygen Demand（生物化学

的酸素要求量）の略称で、河川水や工場排水な
ど淡水中の有機物が微生物によって無機化ある
いはガス化されるときに必要とされる酸素量の
ことで、単位は一般的に mg/L で表す。この
数値が大きくなれば、その河川などの水中には
有機物（汚濁物質）が多く、水質が悪化してい
ることを意味する。

▶ＰＣＢ
ポリ塩化ビフェニルの略称。
水に極めて溶けにくく、沸点が高いなどの性

質を有する主に油状の物質で、熱で分解しにく
い、不燃性、電気絶縁性が高いなど化学的にも
安定な性質を有することから、電気機器の絶縁
油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など

様々な用途で利用されていたが、現在は製造・
輸入ともに禁止されている。

昭和43年（1968年）に食用油の製造過程にお
いて熱媒体として使用されたＰＣＢが混入し、
健康被害を発生させたカネミ油症事件があり、
中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素
沈着、ざ瘡様皮疹、爪の変形、まぶたや関節の
腫れなどが報告されている。

熊本県内における高濃度ＰＣＢ廃棄物は、
変圧器・コンデンサー等においては平成31年

（2019年）３月31日までに処理が終了してお
り、安定器及び汚染物等においては令和４年

（2022年）３月31日までに、また、低濃度ＰＣ
Ｂ廃棄物は令和９年（2027年）３月31日までに
処分しなければならない。

▶ＢＤＦ
バイオディーゼル燃料（Bio Diesel Fuel）

の略語（詳細は「バイオディーゼル燃料」参
照）。

▶微小粒子状物質（ＰＭ2.5）
PM2.5（Particulate Matter）とは、大気

汚染物質の１つで、粒径2.5μ m（2.5mm の千
分の１）以下の粒子状物質であり、単一の化学
物質ではなく、硫酸塩、硝酸塩、炭素を主な成
分とする様々な物質の混合物。PM2.5は非常に
小さいため（髪の毛の太さの１/30程度）、肺
の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に
加え、循環器系への影響が心配される。

その日の PM2.5濃度が国の示した暫定指針
値（日平均値70μ g/㎥）を超過すると予測さ
れる場合は注意報を発令し、県民に対して、屋
外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ
減らすことなどの注意喚起を行う。

▶光害（ひかりがい）
照明器具から出る光が、目的外の方向に漏れ

たり、周辺環境にそぐわない明るさや色であっ
たり、必要のない時間帯にまで、つきっぱなし
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であったりすることで起こるものとされてい
る。

ふ
▶覆砂

海底や湖底などの底質改善を目的とした技
術。底質が悪化した底面を砂等で覆うこと。

▶浮遊粒子状物質
大気中に浮遊する浮遊粉じんのうち大気中に

長期間滞在し、呼吸器系に影響を与える粒子径
が10ミクロン以下の微細な粒子。

▶フロン類
CFC（クロロフルオロカーボン）、HCFC（ハ

イドロクロロフルオロカーボン）、HFC（ハイ
ドロフルオロカーボン）を対象。化学的に極め
て安定した性質で扱いやすく人体に毒性が小さ
いといった性質を有していることから、エアコ
ンディショナー、冷蔵・冷凍庫の冷媒を始めと
して、建物の断熱材、スプレーの噴射剤など、
身の回りの様々な用途に活用されてきた。

▶文化的景観
地域における人々の生活又は生業及び当該地

域の風土により形成された景観地で国民の生活
又は生業の理解のため欠くことのできないもの。

へ
▶ベンゼン

水に溶けにくく、各種溶剤と混合しよく溶け
る。常温常圧のもとでは無色透明の液体で独特
の臭いがあり、揮発性、引火性が高い。かつて
は工業用の有機溶剤として用いられたが、現在
は他の溶剤に替わられている。

ま
▶マイクロプラスチック

紫外線や波などによってサイズが５mm 以
下の微細なプラスチックになったもの。

近年、海洋中のマイクロプラスチックが生態
系に及ぼす影響が懸念されている。

▶マニフェスト（産業廃棄物管理票）制度
産業廃棄物を処理する際には、その産業廃棄

物がどのようなものなのかを十分に把握し、収
集運搬業者や処分業者に正しく伝え、処理の確
認を最後まで行うことが必要であり、この役割
を担うのがマニフェスト（産業廃棄物管理票）
である。マニフェストには、複写式の紙伝票を
利用するもの（紙マニフェスト）と電子情報技
術を利用するもの（電子マニフェスト）がある。

み
▶水とみどりの森づくり税

森林の持つ水源のかん養､ 山地災害の防止な
どの公益的機能の維持増進を図るため、平成17
年（2005年）４月に導入された本県独自の税。

▶緑の流域治水
自然環境との共生を図りながら、遊水地の活

用や森林整備、避難体制の強化など、流域全体
の総合力で安全・安心の実現を目指す、球磨川
流域の新たな治水の方向性。

▶水俣環境アカデミア
水俣・芦北地域の知識・知恵・教訓を活か

し、地域課題の解決や人材育成を推進するた
め、大学、研究機関等と連携を図り、教育・研
究活動等を行う拠点として平成28年（2016年）
４月に水俣市が設立。

▶水俣に学ぶ肥後っ子教室
水俣病への正しい理解を図り、差別や偏見を

許さない心情や態度を育むとともに、環境や環
境問題への関心を高め、環境保全や環境問題の
解決に意欲的に関わろうとする態度や能力を育
成することを目的に、県内全ての公立小学校及
び義務教育学校の５年生を水俣市へ派遣して行
う体験型学習。
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▶みんなの川の環境調査
身近な川の水環境について関心を高め、地域

における水環境保全活動を支援することを目的
に、熊本県が主催し、環境団体や学校等が行
う、川にすむ生物や川の水質の調査。

め
▶名勝

我が国の優れた国土美として欠くことのでき
ないものであって、その自然的なものにおいて
は風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術
的価値の高いもの、また人文的なものにおいて
は、芸術的あるいは学術的価値の高いもの。

▶メガソーラー立地協定
「メガソーラー事業者」「県」「立地市町村」

の三者で、地域貢献、環境保全、安全対策等に
関して締結する立地協定。

も
▶木質バイオマス

バイオマスのうち、木材からなるもの。
木質バイオマスには、主に、樹木の伐採や造

材のときに発生した枝、葉などの林地残材、製
材工場などから発生する樹皮やのこ屑などのほ
か、住宅の解体材や街路樹の剪定枝などの種類
がある。薪や木質チップ、木質ペレット（おが
粉等を圧縮成型したもの）などに加工され、ボ
イラーによる熱供給や発電の燃料などに利用さ
れている。

▶藻場
海藻（海草）類が群生している水域。水産生

物の増殖の場としての機能や海洋環境の浄化機
能を有する。

ゆ
▶有害物質

人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐
れがある物質として水質汚濁防止法で定められ

ており、「カドミウム及びその化合物」「水銀及
びアルキル水銀その他の水銀化合物」等28物
質がある。

り
▶リサイクル認証制度

資源の循環的な利用促進及び廃棄物の減量化
並びに県内リサイクル産業の育成を図ることを
目的に、対象とする品目及び品質性能、環境安
全性等に関する基準を県が定め、これを満たす
県内産のリサイクル製品について、事業者等か
らの申請に基づき、県が認証する制度。

▶流域治水
気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発

化等を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生
などの対策をより一層加速するとともに、集水
域（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域
（河川等の氾濫により浸水が想定される地域）
にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働し
て水災害対策を行う考え方。

▶林業研究グループ
林業経営の改善や林業技術の向上のため、林

業後継者を中心として、共同で学習・研究活動
や事業などを行うグループのこと。

わ
▶ワーケーション

「ワーク（仕事）」と「バケーション（休
暇）」を組み合わせた造語。観光地やリゾート
地といった普段の職場とは異なる場所で余暇を
楽しみつつ仕事を行うこと。
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